
大市総第０６８７号

令和６年８月２３日

大 村 市 議 会 議 長

大 村 市 議 会 議 員

大村市各行政委員会委員長 殿

大 村 市 監 査 委 員

各 報 道 機 関

大村市長 園 田 裕 史

市議会定例会の招集について（通知）

このことについて、別紙（写）のとおり告示したので通知します。



大村市告示第１３２号

大村市議会定例会を次のとおり招集する。

令和６年８月２３日

大村市長 園 田 裕 史

１ 招集日時 令和６年９月２日（月） 午前１０時

２ 招集場所 大村市議会議場



市議会定例会付議事件表
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第６５号議案
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第６７号議案

第６８号議案

第６９号議案

報告第１４号

報告第１５号

第７０号議案

大村市国民健康保険条例の一部を改正する条例………………（ １ ）

大村市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（ ２ ）

公の施設の指定管理者の指定について（伊勢町ふれあい館及

び中地区ふれあい館）……………………………………………（ ３ ）

公の施設の指定管理者の指定について（大村市西大村地区コ

ミュニティセンター）……………………………………………（ ４ ）

公の施設の指定管理者の指定について（大村市西大村本町地

区コミュニティセンター）………………………………………（ ５ ）

公の施設の指定管理者の指定について（大村市松並地区コミ

ュニティセンター）………………………………………………（ ６ ）

工事請負契約の変更について（大村市立福重小学校校舎改築

建築工事）…………………………………………………………（ ７ ）

工事請負契約の変更について（大村市立福重小学校校舎改築

設備工事）…………………………………………………………（ ８ ）

工事請負契約の変更について（大村市立福重小学校校舎改築

電気工事）…………………………………………………………（ ９ ）

工事請負契約の変更について（大村市立放虎原小学校南校舎

棟長寿命化改良建築工事）………………………………………（１０）

工事請負契約の変更について（大村市立放虎原小学校長寿命

化改良設備工事）…………………………………………………（１１）

工事請負契約の変更について（大村市立放虎原小学校長寿命

化改良電気工事）…………………………………………………（１２）

工事請負契約の変更について（大村市立放虎原小学校１棟長

寿命化改良建築工事）……………………………………………（１３）

動産の買入れについて……………………………………………（１４）

市道路線の認定について…………………………………………（１５）

専決処分の承認について（損害賠償の額を定め和解すること

について）…………………………………………………………（１６）

専決処分の報告について（工事請負契約の変更について）…（１８）

専決処分の報告について（市営住宅の家賃の支払に係る訴え

の提起について）…………………………………………………（２０）

令和６年度大村市一般会計補正予算（第２号）



第７１号議案

第７２号議案

第７３号議案

第７４号議案

第７５号議案

第７６号議案

第７７号議案

第７８号議案

第７９号議案

第８０号議案

第８１号議案

第８２号議案

第８３号議案

報告第１６号

令和６年度大村市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

令和６年度大村市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

令和５年度大村市一般会計歳入歳出決算の認定について

令和５年度大村市モーターボート競走事業の利益剰余金処分の議決及

び決算の認定について

令和５年度大村市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて

令和５年度大村市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて

令和５年度大村市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

令和５年度大村市病院事業決算の認定について

令和５年度大村市工業団地整備事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて

令和５年度大村市水道事業の利益剰余金処分の議決及び決算の認定に

ついて

令和５年度大村市工業用水道事業決算の認定について

令和５年度大村市下水道事業の利益剰余金処分の議決及び決算の認定

について

令和５年度大村市農業集落排水事業の利益剰余金処分の議決及び決算

の認定について

令和５年度大村市健全化判断比率及び資金不足比率の報告について



第５４号議案

大村市国民健康保険条例の一部を改正する条例

大村市国民健康保険条例（昭和３４年大村市条例第１２号）の一部を次のように改

正する。

第５条第２項中「注７」を「注１１」に改める。

第３０条中「第９項」を「第５項」に、「若しくは虚偽の届出をした場合又は同条

第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない」

を「又は虚偽の届出をした」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年１２月２日（以下「施行日」という。）から施行する。た

だし、第５条第２項の改正規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 施行日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及

び経過措置に関する政令（令和６年政令第２６０号）第９条の規定によりなお従前

の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用に

ついては、なお従前の例による。

令和６年９月２日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

国民健康保険法の改正による被保険者証の廃止に伴い、被保険者証の返還に関する

規定を削るとともに、所要の条文整理を行うため、この条例案を提出するものである。

（ 1 ）



第５５号議案

大村市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

大村市病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年大村市条例第２３号）の一部を

次のように改正する。

第３条第２項中「脳神経外科」の次に「、血管外科」を加える。

附 則

この条例は、令和６年１０月１日から施行する。

令和６年９月２日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

診療科目に血管外科を追加するため、この条例案を提出するものである。

（ 2 ）



第５６号議案

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。

１ 公の施設の名称 伊勢町ふれあい館

中地区ふれあい館

２ 指 定 管 理 者 大村市本町４５８番地２

社会福祉法人大村市社会福祉協議会

会長 有川 晃治

３ 指 定 の 期 間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

令和６年９月２日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 3 ）



第５７号議案

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。

１ 公の施設の名称 大村市西大村地区コミュニティセンター

２ 指 定 管 理 者 大村市諏訪２丁目５３６番地６３

西大村地区コミュニティセンター運営委員会

会長 今村 典男

３ 指 定 の 期 間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

令和６年９月２日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 4 ）



第５８号議案

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。

１ 公の施設の名称 大村市西大村本町地区コミュニティセンター

２ 指 定 管 理 者 大村市西大村本町２１３番地１

西大村本町地区コミュニティセンター運営委員会

会長 原田 芳伸

３ 指 定 の 期 間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

令和６年９月２日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 5 ）



第５９号議案

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。

１ 公の施設の名称 大村市松並地区コミュニティセンター

２ 指 定 管 理 者 大村市松並二丁目１１８９番地３

松並二丁目町内会

会長 百田 利信

３ 指 定 の 期 間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

令和６年９月２日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 6 ）



第６０号議案

工事請負契約の変更について

令和５年９月２９日開催の大村市議会定例会において締結の議決を受けた「大村市

立福重小学校校舎改築建築工事」に係る工事請負契約について、竣工期限を次のとお

り変更する。

変更前 令和６年１２月１０日

変更後 令和７年２月７日

令和６年９月２日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 7 ）



第６１号議案

工事請負契約の変更について

令和５年９月２９日開催の大村市議会定例会において締結の議決を受けた「大村市

立福重小学校校舎改築設備工事」に係る工事請負契約について、竣工期限を次のとお

り変更する。

変更前 令和６年１２月１０日

変更後 令和７年２月７日

令和６年９月２日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 8 ）



第６２号議案

工事請負契約の変更について

令和５年９月２９日開催の大村市議会定例会において締結の議決を受けた「大村市

立福重小学校校舎改築電気工事」に係る工事請負契約について、竣工期限を次のとお

り変更する。

変更前 令和６年１２月１０日

変更後 令和７年２月７日

令和６年９月２日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 9 ）



第６３号議案

工事請負契約の変更について

令和５年９月２９日開催の大村市議会定例会において締結の議決を受け、その後、

令和６年７月３日開催の大村市議会定例会において変更の議決を受けた「大村市立放

虎原小学校南校舎棟長寿命化改良建築工事」に係る工事請負契約について、竣工期限

を次のとおり変更する。

変更前 令和６年１１月２９日

変更後 令和７年１月３１日

令和６年９月２日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 10 ）



第６４号議案

工事請負契約の変更について

令和５年９月２９日開催の大村市議会定例会において締結の議決を受け、その後、

令和６年７月３日開催の大村市議会定例会において変更の議決を受けた「大村市立放

虎原小学校長寿命化改良設備工事」に係る工事請負契約について、竣工期限を次のと

おり変更する。

変更前 令和６年１２月１３日

変更後 令和７年１月３１日

令和６年９月２日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 11 ）



第６５号議案

工事請負契約の変更について

令和５年９月２９日開催の大村市議会定例会において締結の議決を受け、その後、

令和６年７月３日開催の大村市議会定例会において変更の議決を受けた「大村市立放

虎原小学校長寿命化改良電気工事」に係る工事請負契約について、竣工期限を次のと

おり変更する。

変更前 令和６年１２月１３日

変更後 令和７年１月３１日

令和６年９月２日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 12 ）



第６６号議案

工事請負契約の変更について

令和５年１２月２１日開催の大村市議会定例会において締結の議決を受け、その後、

令和６年７月３日開催の大村市議会定例会において変更の議決を受けた「大村市立放

虎原小学校１棟長寿命化改良建築工事」に係る工事請負契約について、竣工期限を次

のとおり変更する。

変更前 令和６年１２月１３日

変更後 令和７年１月３１日

令和６年９月２日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 13 ）



第６７号議案

動産の買入れについて

次のとおり動産を買い入れる。

１ 買い入れる動産 移動式バスケットゴールほか

２ 買入れの方法 指名競争入札

３ 買 入 れ 金 額 ８６，９００，０００円

４ 買入れの相手方 大村市桜馬場１丁目２１４番地２

Ｑ－ｂｉｃソリューションズ株式会社 大村本社

営業部長 西 英樹

５ 納 入 期 限 令和７年３月３１日

令和６年９月２日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 14 ）



第６８号議案

市道路線の認定について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、市道路線を次の

とおり認定したいので、同条第２項の規定により議会の議決を求める。

令和６年９月２日提出

大村市長 園 田 裕 史

路 線 番 号 路 線 名 起 点 終 点 重要な経過地

２０２２９ 松 並 二 丁 目 ９ 号 線 松 並 二 丁 目 松 並 二 丁 目

２０２３０ 松 原 本 町 寿 古 町 線 松 原 本 町 寿 古 町

３０１５８ 竹 松 町 １ 号 線 竹 松 町 竹 松 町

６００８５ 西 部 町 １ 号 線 西 部 町 西 部 町

（ 15 ）



第６９号議案

専決処分の承認について

公用車の交通事故による被害者に対する損害賠償の額を定め和解することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別添のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定により議会の承認を求める。

令和６年９月２日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 16 ）



専決第９号

専 決 処 分 書

公用車の交通事故による被害者に対する損害賠償の額を定め和解することについて、

緊急を要するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定

により、次のとおり専決処分する。

令和６年７月２９日

大村市長 園 田 裕 史

１ 損 害 賠 償 の 額

２ 損害賠償の相手方

６３６，９７５円

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

（ 17 ）
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ハイライト表示

3469
ハイライト表示

3469
ハイライト表示

3469
ハイライト表示



報告第１４号

専決処分の報告について

議会の議決を経て締結した工事請負契約の変更契約を締結することについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別添のとおり専

決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告する。

令和６年９月２日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 18 ）



専決第８号

専 決 処 分 書

令和５年１２月２１日開催の大村市議会定例会において締結の議決を受けた「よし

川防潮堰躯体工事」に係る工事請負契約の契約金額を次のとおり変更する契約を締結

することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項及び市長

の専決処分事項に関する条例（昭和２８年大村市条例第６３号）本則第８号の規定に

より、次のとおり専決処分する。

令和６年７月１６日

大村市長 園 田 裕 史

変更前 １７９，６３０，０００円

変更後 １８９，４２６，６００円（９，７９６，６００円の増額）

（ 19 ）



報告第１５号

専決処分の報告について

市営住宅の家賃の支払に係る訴えの提起について、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１８０条第１項の規定により、別添のとおり専決処分したので、同条第２

項の規定により議会に報告する。

令和６年９月２日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 20 ）



専決第１０号

専 決 処 分 書

市営住宅の家賃の支払に係る訴えの提起について、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１８０条第１項及び市長の専決処分事項に関する条例（昭和２８年大村市

条例第６３号）本則第５号の規定により、次のとおり専決処分する。

令和６年８月１３日

大村市長 園 田 裕 史

１ 訴えの相手方

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇　〇〇

２ 訴えの趣旨

(1) 滞納家賃の支払

(2) 滞納家賃に対する支払督促送達の日の翌日から完済まで、年３パーセントの割

合による遅延損害金の支払

(3) 訴訟費用の支払

３ その他

必要に応じて、控訴、上告及び和解を行うことができる。

（ 21 ）

3469
ハイライト表示

3469
ハイライト表示


	（先頭）R6.9月議会 議会招集通知告示
	（第54号議案）大村市国民健康保険条例の一部を改正する条例
	（第55号議案）大村市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
	（第56号～第59号議案）公の施設の指定管理者の指定について
	（第60号議案）工事請負契約の変更について（大村市立福重小学校校舎改築建築工事）
	（第61号議案）工事請負契約の変更について（大村市立福重小学校校舎改築設備工事）
	（第62号議案）工事請負契約の変更について（大村市立福重小学校校舎改築電気工事）
	（第63号議案）工事請負契約の変更について（大村市立放虎原小学校南校舎棟長寿命化改良建築工事）
	（第64号議案）工事請負契約の変更について（大村市立放虎原小学校長寿命化改良設備工事）
	（第65号議案）工事請負契約の変更について（大村市立放虎原小学校長寿命化改良電気工事）
	（第66号議案）工事請負契約の変更について（大村市立放虎原小学校１棟長寿命化改良建築工事）
	（第67号議案）動産の買入れ （移動式バスケットゴールほか）
	（第68号議案）市道路線の認定について
	（第69号議案）専決処分の承認について
	（報告第14号）専決処分の報告について（よし川防潮堰躯体工事）
	（報告第15号）専決処分の報告について



